
平 成 ２ ４ 年 ９ 月 ７ 日 

国土交通省 中部地方整備局 

庄内川河川事務所 

 

堤防の刈草を無料で提供します 
 

庄内川河川事務所では、庄内川、土岐川、矢田川で堤防の除草を行っていますが、その

際に大量の刈草が発生します。発生した刈草は通常、処分場で焼却処分を行っています

が、刈草の有効利用を図るため刈草を一般の方へ無料で提供します。畑などの敷き草や堆

肥などに利用する方法が有ります。 

 

 

１．刈草の提供予定期間   

    ９月中旬から９月下旬（土岐川は、９月上旬から中旬）です。 

 

２．刈草の提供場所   

    資料のとおりです。 

事前の申し込みが必要ですので詳細は、下記の出張所へお問い合わせ下さい。 

 

３．配布先   

中部地方整備局記者クラブ、多治見市役所秘書広報課、土岐市役所１階広報窓口 

 

問合せ先      

【刈草無料提供全般】 

    国土交通省 中部地方整備局 庄内川河川事務所 

     〒462-0052  名古屋市北区福徳町 5-52   

   管理課長 白江 健造     ＴＥＬ０５２－９１４－６７１４ 

            ＦＡＸ０５２－９１４－６７８４ 

   【無料提供申し込み】 

       庄内川第一出張所 

      〒453-0862  名古屋市中村区岩塚西起 168   

      出張所長   末松 隆夫   ＴＥＬ０５２－４１１－２５３９ 

                     ＦＡＸ０５２－４１３－０３９４ 

       庄内川第二出張所 

      〒462-0016  名古屋市北区西味鋺 2- 301   

      出張所長   勅使河原 雅敏 ＴＥＬ０５２－９０１－５９４４ 

                     ＦＡＸ０５２－９０２－７３９３ 

       土岐川出張所 

      〒507-0042  多治見市前畑町 1-39-1   

      出張所長   鈴木 茂正   ＴＥＬ０５７２－２３－８５０５ 

                      ＦＡＸ０５７２－２３－８５０９ 



 

              刈草の提供場所 
 

 

【庄内川第一出張所（庄内川橋から下流の刈草提供）】 

 

（１） 横井大橋上流右岸（名古屋市中川区長須賀） 

 

（２） 豊公橋上流左岸（名古屋市中村区日比津） 

 

 

【庄内川第二出張所（庄内川橋から大留橋、矢田川宮前橋から下流の刈草提供）】 

 

（３）水分橋下流左岸（名古屋市北区米が瀬） 

 

（４）志段味橋下流左岸（名古屋市守山区下志段味） 

 

 

【土岐川出張所（土岐大橋から三共橋の刈草提供）】 

 

（５）新土岐川橋下流左岸（土岐市肥田浅野双葉） 

 

 

 

 

    

資 料 

※ 刈草は除草前や集積作業

前にゴミを取り除く作業をおこ

なっていますが、ゴミが混入し

ていることが有ります。 

（イメージ）

参考：中部地方整備局ホームページ 
http://www.cbr.mlit.go.jp/kawatomizu/m
usyouteikyou/index.htm 


